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点検方法 ●負荷運転点検 ●保全策点検 ●内部観察点検（分解整備点検) 

点検内容 

・発電機試運転による 
 状態確認（別紙参照） 
 

・負荷試験機を用いて 
 負荷率３０％～１００％迄 
   の負荷運転による  
 発電機の性能確認 
 
 

1.負荷率による、電圧・電流・ 周波数 
 ・回転数等を測定し明記する 
2.発電設備・二次側等の漏電や故障 
 個所の発見 
3.負荷率による黒煙状態を観察 し、黒 
   煙が継続噴出する場合は、高負荷 
   をかけながら、堆積したカーボンを 
   燃焼排出させる 

 

※発電機の出力・電流測定で 
 発電機の状態確認が出来る 

[点検項目] 
・予熱栓  
 

・プラグキャップ  
 

・冷却水ヒーター  
 

・潤滑油プライミングポンプ 
 
[交換品] 
・潤滑油 （メーカー推奨交換１年） 
・冷却水 （      〃    １年）  
・燃料フィルター （    〃 １年） 
・潤滑油フィルター （   〃 １年） 
・ファンベルト駆動用Ｖベルト（〃５年）  
・冷却水用等のゴムホース（〃５年）  
 

※交換履歴の明記が必須 
※エンジン等の作動性能確認 
  は不要 
※発電機の状態確認は出来ない 

・シリンダ摺動面の 
 ファイバースコープによる 
 内部観察 
 

・過給器コンプレッサ翼、 
 タービン翼の内部観察 
 

・冷却水の成分分析（外注） 
 

・潤滑油の成分分析（外注） 
 

・排気管出口の可とう管 
 継手を外して内部確認 
 

・燃料噴射弁等の動作確認 
 
※エンジン等の作動性能確認 
  は不要 
※発電機の状態確認は出来ない 
 

出力等の 
データ測定 

可 不可 不可 

作業時間 約１時間３０分 約６時間 
約８時間 

※但し外注成分分析時間は除く 

●負荷運転点検   ●保全策点検    ●内部観察点検 

2018年6月1日に総務省消防庁より公布された点検方法の改正は、 
下記の通り1年に1回実施する事が義務となります。 

①過去6年以内に負荷運転点検を行っていても、その後保全策点検の交換部品実施年月 
  の記録記載が無い場合は、2019年7月から2020年6月30日迄の点検は、下記２方法の 
  いずれかを実施する事。 

②2020年7月以降は、下記３方法のいずれかを実施する事。 

③2019年6月以降に「保全策点検」だけを毎年行った場合は、6年に1回は下記２方法の 
     いずれかを実施する事。 

●負荷運転点検   ●内部観察点検 

●負荷運転点検   ●内部観察点検 

総務省消防庁予防課通達（平成30年6月1日公布） 

自家発電設備の法令改正と 
今後の点検方法について 

（消防予第372号） 

〈点検内容と点検方法〉 
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保全措置点検 
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保全策点検表 

区分 部品等 
製造者の 
交換（点検） 
推奨年月 

前回の 
交換（点検） 
年月 

今回の 
交換（点検） 
実績 

今回の 
交換・整備の内容 

自家発
電装置 

原動機潤滑油 1 H29.4 ○ 
金属粉混入の分析結果により 

交換 

発電機軸受潤滑油 2 H28.4 ○ 交換 

冷却水 1 H29.4 ○ 交換 

燃料フィルター 1 H29.4 ○ 交換 

潤滑油フィルター 1 H29.4 ○ 交換 

給気フィルター 4 H29.4 ― 清掃 

冷却ファン駆動用 
Ｖベルト 

4 ― ○ ひび割れ、伸びにより交換 

ゴムホース 4 ― ○ 交換 

シ
ー
ル
材 

燃料、冷却水、 
潤滑油系統 

4 ― ○ 交換 

給気、排気配管 4 ― ○ 交換 

外箱の扉、 
給油口等 

4 ― ○ 交換 

制御 
装置 

始動用蓄電池 6 ― ― 内部抵抗確認、電解液補充 

ＰＬＣ用電池 6 ― ― 

始動 
補助 
装置 

予熱栓 （1） （H29.4） （○） 目視確認 

点火栓 ― ― ― 該当なし 

冷却水ヒータ （1） （H29.4） （○） 温度確認、断線確認 

潤滑油プライミング 
ポンプ 

（1） （H29.4） （○） 機能確認 

【注】交換品は製造者の推奨年数を実施し、前回の交換履歴明記が必須 

部品名 交換時期 備考 

エンジンオイル １年に１回もしくは、運転時間250時間を過ぎる前 ディーゼルエンジンオイル 
ＣＤ級 10Ｗ-30 

不凍液（冷却水） １年に１回 ロングライフクーラント 

オイルエレメント １年に１回もしくは、運転時間250時間を過ぎる前 

燃料エレメント １年に１回もしくは、運転時間250時間を過ぎる前 

エアーエレメント 運転時間５００時間を過ぎる前 
もしくは、目詰まりしている 

燃料 ６年に１回 軽油又はＡ重油 

Ｖベルト 摩耗している時 ベルト張調整出来ない時も交換が必要です。 

バッテリー ＨＳのバッテリーは寿命が５年～７年です。 

バッテリー触媒栓 ５年に１回 

【Ｎ社定期交換部品例】 

自家発電装置の性能を十分に発揮させる為には、定期的な部品の交換を必要とします。弊社では交換する部
品は下記の様に実施しております。 
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出力３０％以上の負荷点検要領 

第3節 自家発電設備 
(総務省消防庁・消防予第214号第24-3総合点検の39頁目 負荷運転より抜粋） 

非常用発電機 

機器点検 （注 正常な作動の確認がなされている必要がある。） 

点検項目 点検方法 判定方法 

負荷運転 

運転状況 疑似負荷試験装置、実負荷等により、 
定格回転速度及び定格出力の30％ 
以上の負荷で必要な時間連続運転 
を行い確認する。 

ア 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等 
  がなく、運転が正常であること。 
 
  
 運転中の煙突から吐き出される排気色が極端な黒色、 
 白色でないことを確認すること。 
 運転中に原動機排気出口より、消音器を経て建物等の 
 外部に至るまでの排気系統に排気ガスの漏れのないこと 
 を確認すること。 
 

イ 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。 

※(ア) 疑似負荷装置の設置については、容量、設置場所、 
    仮設給排水方法、仮設ケーブル敷設、危険標識設置、 
    監視員の配置等について、電気主任技術者及び防 
    火管理者と十分打合せを行って実施すること。 
  
  (イ) 負荷運転前の確認事項 
    負荷運転前に、施設全般にわたり次の事項を確認す 
    ること。 
  a 機器点検における始動試験の始動前の確認事項 
  b 原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩 
    みがなく、フレシキブルカップリングの緩衝用ゴムに 
    ひび割れ等の損傷がないこと。 
 
  (ウ)負荷運転後の確認事項 
  a 負荷運転の終了後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位 
    置が自動始動運転待機状態になっていることを確認 
    すること。 
  b 消費した燃料、冷却水が補給されていることを確認す 
    ること。 

要点 

非常電源を必要 
とする消防用設備 

非常電源専用
受電設備 

自家発電
設備 

蓄電池 
設備 容量 根拠条文 

屋内消火栓設備 ○（注） ○ ○ 30分 
消防法施工規則第12条
第4号 

スプリンクラー設備 ○（注） ○ ○ 30分 
消防法施工規則第14条
第1項第6号の2 

水噴霧消火設備 ○（注） ○ ○ 30分 
消防法施工規則第16条
第3項第2号 
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◇消防用設備及び電気工作物等の当該負荷は一切作動させず負荷試験機にて  
   負荷を10％20％30％と投入し、その時の出力（ｋＷ）と電流（Ａ）を測定する。 

商 用 電 源 
（ 電 力 会 社 ） 

Ａ．試験機による負荷試験（商用電源を停電させずに行う） 

負荷試験機 

※全館停電をせず、約1時間半の作業 

※最大70％以上の高負荷投入が出来、450℃以上の高温に出来る為、 
 堆積カーボンを100％燃焼排出する事が出来る 

自家用発電機 

切替器 

負 荷 設 備 例 

スプリンクラー 

消火栓 

エレベーター 

コンピューター 

他電気工作物 

負荷試験機又は実負荷による点検 

◇専門技術者立会いにて、発電機に接続されている全当該負荷を同時に 
   稼働させて、合計負荷時の出力（ｋＷ）と電流（Ａ）を測定する。 
  （10％20％30％の段階測定は不可） 

Ｂ．実負荷点検（全館停電にて行う） 

【点検時】 

商 用 電 源 
（ 電 力 会 社 ） 

自家用発電機 切替器 

✕ 

負 荷 設 備 例 立 会 人  

スプリンクラー 消防設備士 

消火栓 消防設備士 

エレベーター 電気主任技術者 

コンピューター 電気主任技術者 

他電気工作物 電気主任技術者 

※全館停電 

＜当該負荷一例＞ 

※復電時（0.2秒の周波数誤差）リスク防止にインバーター（ＵＰＳ）が必要 
※30％以上の負荷で連続運転が出来ないケースが多い為、350℃以上の高温で 
   堆積カーボンの燃焼排出は出来ない。 
※メーカーが指定した安定数値の測定が出来ない。 

◇当該負荷一例 

R-S S-T T-R

1 A スプリンクラーポンプ（防災） F-L MLT 1 55.00 55.00 Y 0.00 0.00 0.00 ー 472.46

2 A 補助加圧ポンプ（防災） MLT 1 2.20 2.20 L 0.00 0.00 0.00 ー ー

3 A 泡消火ポンプ（防災） F-L MLT 1 18.50 18.50 Y 0.00 0.00 0.00 ー ー

4 A 補助加圧ポンプ（防災） MLT 1 2.20 2.20 L 0.00 0.00 0.00 ー ー

5 B 排煙ファン（防災） MLT 1 30.00 30.00 Y 0.00 0.00 0.00 ー 208.25

6 B 排煙ファン（防災） MLT 1 7.50 7.50 L 0.00 0.00 0.00 ー ー

7 B 排煙ファン（防災） MLT 1 7.50 7.50 L 0.00 0.00 0.00 ー ー

8 A ブースターポンプ（防災） F-L MLT 1 30.00 30.00 Y 0.00 0.00 0.00 ー ー

9 ZZ 非常用ＥＬＶ①（防災） EV 1 17.00 20.81 VF 0.00 0.00 0.00 ー 0.00

10 ZZ 非常用ＥＬＶ②（防災） EV 1 17.00 20.81 VF 0.00 0.00 0.00 ー ー

0.00 0.00 0.00

選

　

定

ー

ー

ー

ー

45.00

41.62

分負荷

相当

出力

Mp(kW)

107.90

ー

ー

ー

記

号

台

数

換算

入出力

KW

KVA

出      力

mi(kW)

始

動

方

式

制

御

方

式

自家発電設備出力計算シート（負荷表）

最大値：A =    0.00

最大値：B =    0.00

最大値：C =    0.00

算　出 負荷出力合計値　K =      194.52

需

要

率

di

M2の

選定

〈A〉

<A>の値が

最大となる

mi=M2=10

7.90

単相負荷(kW)

番

号

グ

ル

ー

プ

負荷機器名称

消

防

設

備
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別記様式第24                                 （その１） 

非常電源（自家発電設備）点検票（設備名      ） 

名 称  
防  火
管理者 印 

所 在  立会者 印 

点検種別 機器・総合 点検年月日   年  月  日～  年  月  日 

点 検 者 

資格   番号 
 点 検 者 

所 属 会 社 

社名      TEL 
 

氏名 
印 

住所 
 

点 検 
設 備 名 

原動機 
製造者名 

発電機 
製造者名 

型式等 型式等 

点 検 項 目 
点  検  結  果 

措 置 内 容 
種別・容量等の内容 判定 不 良 内 容 

機   器   点   検 

設 

置 

状 

況 

周 囲 の 状 況     

区 画 等 キュービクル式 
キュービクル式以外    

水 の 浸 透     

換 気 自然   機械    

照 明     

標 識     

表 示     

自
家
発
電
装
置 

原 動 機 ・ 発 電 機 種類：   /    kW    

冷却
装置 

ラジエータ、配管等     

冷 却 フ ァ ン     

潤 滑 油 類     

そ の 他 の 付 属 機 器 類     

始 

動 

装 

置 

※始 動 用 蓄 電 池 設 備     

圧
縮

設

備 

始
動
用
空
気 

外 形     

空 気 だ め MPa       

潤 滑 油 類     

始 動 用 燃 料     

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

   ６ 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

消防予第373号 平成30年6月1日 
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別記様式第24                      非常電源（自家発電設備）（その２） 

制 
 
 

御 
 
 

装 
 
 

置 

周 囲 の 状 況     

発 電 機 盤     

自 動 始 動 盤     

補 機 盤     

電 源 表 示 灯     

表 示 灯     

開 閉 器 ・ 遮 断 器     

ヒ ュ ー ズ 類 Ａ    

継 電 器     

保 護 装 置     

計 器 類     

燃料容器等 
外 形     

燃 料 貯 蔵 量 種類         

冷 却 水 

タ ン ク 

外 形     

水 量     

排 気 筒 

周 囲 の 状 況     

外 形     

貫 通 部     

配 管     

結 線 接 続     

接 地     

始 動 性 能     

運 転 性 能 
運 転 状 況     

換 気     

停 止 性 能 
手 動 停 止     

自 動 停 止     

耐 震 措 置     

予 備 品 等     

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

   ６ 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。 
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別記様式第24                      非常電源（自家発電設備）（その３） 

総   合   点   検 

接 地 抵 抗 種       

絶 縁 抵 抗 M     

自家発電装置の接続部     

始
動
装
置 

※始動用蓄電池設備     

始動用空気圧縮設備     

始 動 補 助 装 置     

保 護 装 置     

※※ 
運転
性能 

負 荷 運 転          kW    

内 部 観 察 等     

切替
性能 

運 転 切 替 性 能     

※蓄電池切替性能     

始動用燃料切替性能     

備 
 
 
 
 
 

考 

電気主任技術者   氏名及び番号 

負荷運転又は内部観察等の最終実施年月 （   年   月） 

測
定
機
器 

機器名 型 式 校正年月日 製 造 者 名 機器名 型 式 校正年月日 製 造 者 名 

        

        

        

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

   ６ 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。 

   ７ 票中※※印のあるものは、当該点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、別表第24第２項（６）に規

定する運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示

す書類を添付すること。 

2018年6月1日の改正様式と記載内容（消防予第373号） 

①負荷試験機による測定方法は、発電機容量の３０％以上の 
  負荷を、負荷試験機で必要時間投入し、エンジン及び 
  発電機の稼働状態を確認すると共に、電流値測定により、 
  メーカー指定の正常値確認を行う。 

 

②実負荷による測定方法は、発電機に接続されている全ての 
  当該負荷を同時作動させた際の合計負荷で、発電機の稼働 
  状態確認と同時に電流値測定による正常値の確認を行う。 

 

  但し、メーカー指定値の確認は出来ない場合が有る 
 

  電流値の正常確認方法（三相発電機の場合） 
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左記（KW)に記載した数値の
測定内容を別紙データ表と 
して添付するか、又は具体的
な測定方法を下記の備考欄に
明記する 

　電圧（V）×
出力（W）

電流値（A） ×30％
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消防予第373号 平成30年６月１日  
消防庁予防課長 消防用設備等の点検要領の一部改正について（通知） 



１． 内部観察点検と保全策点検では、発電機の出力や電流値の測定
チェックは実施せず、エンジン部のチェックのみの為、発電機の 
状態確認が出来ない。 

２． 内部観察に於けるシリンダヘッド分解時や保全策に於けるファン 
ベルト等の部品交換時に停電が発生した場合の発電機始動時間は、
４０秒以内の復電が出来ない。 

３． 実負荷点検では、高温運転が出来ない為「サーモスタット弁」の 
トラブル未然防止が出来ない。 

４． 実負荷点検では、３５０℃以上の高温運転が出来ない為、堆積 
カーボンの燃焼排出が出来ない。 

５． 実負荷による点検方法は、発電機に接続されている全ての当該負荷
設備機器を同時に作動させて必要な時間連続運転を行い出力測定を
行う、となっておりますが、実際に実施された実例はほとんどない。 
（実例・ポンプだけを１０分程度作動させただけで出力 
 測定を行い、虚偽記載で提出しているケースが多い。） 
※消防法に基づく点検を正しく実施し、その点検方法の詳細と測定
データを添付する事により、万一非常時に発電機事故が発生した場
合でも、施設及び点検業者の法的責任のリスクが回避出来る。 
 

（某浄水場70％負荷20分後の黒煙で点検を一旦中止する） 

負荷試験機による負荷試験は、定格出力の３０％以上の負荷で、 
必要な時間連続運転を行い、実際の出力性能確認が出来ます。 

又、３５０℃～４５０℃の高温で運転状況を確認し、無負荷や低負荷
運転で堆積したカーボンを１００％燃焼排出する事が出来る。 

【排気色確認の負荷投入試験】   
１、黒煙状態を見ながら、負荷を５％ 
  ～２０％迄少しずつかけていく。 
２、負荷を３０％迄上げて、 
  ３０分間運転状態を見る。 
３、１０％、２０％、３０％出力毎に、 
  電圧、電流の測定を行う。 

自家発点検５つの課題 
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〈負荷試験機による負荷点検のみが上記の課題を全て解決〉 


